
「宅地造成及び特定盛土等規制法」に基づく規制予定区域

所在地 遠軽町 区域指定日 －

指定前

※規制区域指定前のため、効力は生じていません。

出典：地理院タイル

※ピンポイントで規制予定区域の判定を行う場合は、
WebGISページを参照してください。


	スライド 1

